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医療保険者を取り巻く最近の動向について
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１．４月以降の法案成立等の動向
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（１）概要

○ 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律（令和５年法律第16号）

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入、後期高齢者医療制
度における後期高齢者負担率の見直し、前期財政調整制度における報酬調整の導入、医療費適正化計画の実効性の確保のための見直し、かかりつ
け医機能が発揮される制度整備設等の措置を行う法律。（詳細Ｐ４）

○ 行政手続における特定の個人を識別するための利用等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第46号）

今般の新型コロナウイルス感染症対策の経験により、社会における抜本的なデジタル化の必要性が顕著化されたことを踏まえ、デジタル社会の基盤
であるマイナンバー、マイナンバーカードについて国民の利便性向上等の観点から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律（マイナンバー法）等の一部改正を行う法律。（詳細Ｐ８）

○ 「経済財政運営と改革の基本方針2023」（令和５年６月16日閣議決定）

政府の経済財政政策に関する基本的な方針を示すとともに、経済、財政、行政、社会などの分野における改革の重要性とその方向性を示すもの。
少子化対策・こども政策の抜本強化や、持続可能な社会保障制度の構築に向けた方針が示されている。（詳細Ｐ１６）

○ 「医療DXの推進に関する工程表」（令和５年６月２日医療DX推進本部決定）

政府が行う医療DXの取組に関して、その基本的な考え方及び具体的な施策内容を明らかにするとともに、その到達点を定め、関係者との認識の共
有を図りつつ、今後の進捗状況を確認していくための基礎となる工程表。（詳細Ｐ13）

○ 医療費適正化基本方針（案）（７月中旬目途告示予定（P））
医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため定められる、医療費適正化に関する施策についての基本的方針。都道府県医療費適正化計画

において定めるべき目標に係る参酌すべき基準や達成状況の評価に関する基本的事項等を提示するもの。（詳細P22）
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（２）全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための
健康保険法等の一部を改正する法律の成立（成立日：令和５年５月12日）



令和５年６月29日 第165回社会保障審議会医療保険部会 資料４
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令和５年６月29日 第165回社会保障審議会医療保険部会 資料４
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令和５年６月29日 第165回社会保障審議会医療保険部会 資料４
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令和５年度薬価改定について

（３）行政手続における特定の個人を識別するための利用等に関する法律等の一部を
改正する法律の成立（成立日：令和５年６月２日）
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令和５年６月29日 第165回社会保障審議会医療保険部会 資料５



10

令和５年６月29日 第165回社会保障審議会医療保険部会 資料５
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令和５年６月29日 第165回社会保障審議会医療保険部会 資料５
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令和５年６月29日 第165回社会保障審議会医療保険部会 資料５
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令和５年６月２日 医療DX推進本部（第2回） 資料２

（４） 医療DXの推進に関する工程表の改訂
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令和５年６月２日 医療DX推進本部（第2回） 資料２
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令和５年６月２日 医療DX推進本部（第2回） 資料３



（５） 経済財政運営と改革の基本方針2023の決定（令和５年６月16日閣議決定）
（主な箇所抜粋）①

（２）グリーントランスフォーメーション（GX)、デジタルトランスフォーメーション（DX）等の
加速
（略）

デジタル社会のパスポートとしてのマイナンバーカードについて、政府が一丸となって制度の安全と信頼
の確保に努めるとともに、ほぼ全国民に行きわたりつつある状況を踏まえ、今後は官民様々な領域での利
活用シーンの拡大など、マイナンバーカードの利便性・機能向上、円滑に取得できる環境整備に取り組む。

デジタル社会の実現において不可欠なデータ基盤強化を図るため、デジタル庁が関係府省庁と連携し、
データの取扱いルールを含めたアーキテクチャを設計した上で、健康・医療・介護、教育、インフラ、防災、
モビリティ分野等におけるデータ連携基盤の構築を進める。

マイナポータルの利便性向上に加えて、個人や法人の税務・社会保障を始めとする各種手続の負担軽
減に向けた取組を進めるとともに、デジタル技術の導入により、社会保障給付に要する事務コストを効率
化し、行政機関間の情報連携を推進する。

（略）

第２章 新しい資本主義の加速
２．投資の拡大と経済社会改革の実行
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（５）経済財政運営と改革の基本方針2023の決定（令和５年６月１６日 閣議決定）
（主な箇所抜粋）②

（加速化プランの推進）
次元の異なる少子化対策としては、「こども未来戦略方針」に基づき、若い世代の所得を増やす、

社会全体の構造や意識を変える、全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援するという３つの基
本理念を踏まえ、抜本的な政策の強化を図る。経済を成長させ、国民の所得が向上することで、経
済基盤及び財政基盤を確固たるものとするとともに、歳出改革等によって得られる公費の削減等の
効果及び社会保険負担軽減の効果を活用することによって、国民に実質的な追加負担を求めること
なく、「こども・子育て支援加速化プラン」（以下「加速化プラン」という。）を推進する。なお、
その財源確保のための消費税を含めた新たな税負担は考えない。

具体的には、「こども未来戦略方針」に基づき、今後「加速化プラン」の３年間の集中取組期間
において、「ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向け
た取組」（児童手当の拡充、出産等の経済的負担の軽減、地方自治体の取組への支援による医療費
等の負担軽減、奨学金制度の充実など高等教育費の負担軽減、個人の主体的なリ・スキリングへの
直接支援、いわゆる「年収の壁」への対応、子育て世代に対する住宅支援の強化）、「全てのこど
も・子育て世帯を対象とする支援の拡充」（妊娠期からの切れ目ない支援の拡充や幼児教育・保育
の質の向上、「こども誰でも通園制度」（仮称）の創設など）、「共働き、共育ての推進」（男性
育休の取得促進や育児期を通じた柔軟な働き方の推進、多様な働き方と子育ての両立支援）ととも
に、こうした具体的な政策に実効性を持たせる「こども・子育てにやさしい社会づくりのための意
識改革」を、「「加速化プラン」を支える安定的な財源の確保」を進めつつ、政府を挙げて取り組
んでいく。

こども・子育て予算倍増に向けては、「加速化プラン」の効果の検証を行いながら、政策の内
容・予算をさらに検討し、こども家庭庁予算で見て、2030年代初頭までに、国の予算又はこども1
人当たりで見た国の予算の倍増を目指す。その財源については、今後更に政策の内容を検討し、内
容に応じて、社会全体でどう支えるかさらに検討する。

第２章 新しい資本主義の加速
３．少子化対策・こども政策の抜本強化
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（５）経済財政運営と改革の基本方針2023の決定（令和５年６月１６日 閣議決定）
（主な箇所抜粋）③

２．持続可能な社会保障制度の構築
日本が本格的な「少子高齢化・人口減少時代」を迎える歴史的転換期において、今後の人口動態

の変化や経済社会の変容を見据えつつ、目指すべき将来の方向として、「少子化・人口減少」の流
れを変えるとともに、分厚い中間層を形成し、これからも続く「超高齢社会」に備えて持続可能な
社会保障制度を構築する必要がある。第２章３「少子化対策・子ども政策の抜本強化」に基づく対
策を着実に推進し、現役世代の消費活性化による成長と分配の好循環を実現していくためには、医
療・介護等の不断の改革により、ワイズスペンディングを徹底し、保険料負担の上昇を抑制するこ
とが極めて重要である。このため、全ての世代で能力に応じて負担し支え合い、必要な社会保障
サービスが必要な方に適切に提供される全世代型社会保障の実現に向けて、改革の工程の具体化を
進めていく。また、これらに基づいて、最新の将来推計人口や働き方の変化等を踏まえた上で、給
付・負担の新たな将来見通しを示すものとする。
（略）

第４章 中長期の経済財政運営
２．持続可能な社会保障制度の構築
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（５）経済財政運営と改革の基本方針2023の決定（令和５年６月１６日 閣議決定）
（主な箇所抜粋）④

２．持続可能な社会保障制度の構築
（社会保障分野における経済・財政一体改革の強化・推進）

医療・介護サービスの提供体制については、今後の高齢者人口の更なる増加と人口減少に対応し、
限りある資源を有効に活用しながら質の高い医療介護サービスを必要に応じて受けることのできる体
制を確保する観点から、医療の機能分化と連携の更なる推進、医療・介護人材の確保・育成、働き方
改革、医療・介護ニーズの変化やデジタル技術の著しい進展に対応した改革を早期に進める必要があ
る。

このため、１人当たり医療費の地域差半減に向けて、都道府県が地域の実情に応じて地域差がある
医療への対応などの医療費適正化に取り組み、引き続き都道府県の責務の明確化等に関し必要な法制
上の措置を含め地域医療構想を推進するとともに、都道府県のガバナンス強化、かかりつけ医機能が
発揮される制度の実効性を伴う着実な推進、地域医療連携推進法人制度の有効活用、医療法人等の経
営情報に関する全国的なデータベースの構築を図る。

（略）

また、関係者・関係機関の更なる対応により、リフィル処方の活用を進める。

医療DX推進本部において策定した工程表に基づき、政府を挙げて医療DXの実現に向けた取組を着実
に推進する。マイナンバーカードによるオンライン資格確認の用途拡大や正確なデータ登録の取組を
進め、2024年秋に健康保険証を廃止する。レセプト・特定健診情報等に加え、介護保険、母子保健、
予防接種、電子処方箋、電子カルテ等の医療介護全般にわたる情報を共有・交換できる「全国医療情
報プラットフォーム」の創設及び電子カルテ情報の標準化等を進めるとともに、PHRとして本人が検査
結果等を確認し、自らの健康づくりに活用できる仕組みを整備する。その他、新しい医療技術の開発
や創薬のための医療情報の二次利活用、「診療報酬改定DX」による医療機関等の間接コスト等の軽減
を進める。その際、セキュリティを確保しつつ、医療DXに関連するシステム開発・運用主体の体制整
備、電子処方箋の全国的な普及拡大に向けた環境整備、標準型電子カルテの整備等を着実に実施する。

第４章 中長期の経済財政運営
２．持続可能な社会保障制度の構築
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（５）経済財政運営と改革の基本方針2023の決定（令和５年６月１６日 閣議決定）
（主な箇所抜粋）⑤

２．持続可能な社会保障制度の構築
（社会保障分野における経済・財政一体改革の強化・推進）の続き

健康寿命を延伸し、高齢者の労働参加を拡大するためにも、健康づくり・予防・重症化予防を強
化し、デジタル技術を活用したヘルスケアイノベーションの推進やデジタルヘルスを含めた医療分
野のスタートアップへの伴走支援などの環境整備に取り組むとともに、第３期データヘルス計画を
見据え、エビデンスに基づく保健事業を推進する。リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の
連携を図る。全身の健康と口腔の健康に関する科学的根拠の集積と国民への適切な情報提供、生涯
を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）の具体的な検討、オーラルフレイル対策・疾病の重
症化予防につながる歯科専門職による口腔健康管理の充実、歯科医療機関・医科歯科連携を始めと
する関係職種間・関係機関間の連携、歯科衛生士・歯科技工士の人材確保、歯科技工を含む歯科領
域におけるICTの活用を推進し、歯科保健医療提供体制の構築と強化に取り組む。

（略）

また、難聴対策、難病対策、移植医療対策、メンタルヘルス対策、栄養対策等を着実に推進する。

（略）

OTC医薬品・OTC検査薬の拡大に向けた検討等によるセルフメディケーションの推進、バイオシミ
ラーの使用促進、後発医薬品等の安定供給確保、後発医薬品の産業構造の見直しを図る。

（略）

介護保険料の上昇を抑えるため、利用者負担の一定以上所得の範囲の取扱いなどについて検討を
行い、年末までに結論を得る。

第４章 中長期の経済財政運営
２．持続可能な社会保障制度の構築
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（５）経済財政運営と改革の基本方針2023の決定（令和５年６月１６日 閣議決定）
（主な箇所抜粋）⑥

２．持続可能な社会保障制度の構築
（社会保障分野における経済・財政一体改革の強化・推進）の続き
次期診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の同時改定においては、物価高騰・賃金上昇、

経営の状況、支え手が減少する中での人材確保の必要性、患者・利用者負担・保険料負担の抑制の
必要性を踏まえ、必要な対応を行う。その際、持続可能な社会保障制度の構築に向けて、当面直面
する地域包括ケアシステムの更なる推進のための医療・介護・障害サービスの連携等の課題ととも
に、以上に掲げた医療・介護分野の課題について効果的・効率的に対応する観点から検討を行う。

勤労者皆保険の実現、年齢や性別にかかわらず働き方に中立的な社会保障制度の構築に向け、企
業規模要件の撤廃など短時間労働者への被用者保険の適用拡大、常時５人以上を使用する個人事業
所の非適用業種の解消等について次期年金制度改正に向けて検討するほか、いわゆる「年収の壁」
について、当面の対応として被用者が新たに106万円の壁を越えても手取りの逆転を生じさせない
取組の支援などを本年中に決定した上で実行し、さらに、制度の見直しに取り組む。

第４章 中長期の経済財政運営
２．持続可能な社会保障制度の構築
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令和５年６月29日 第165回社会保障審議会医療保険部会 資料３

（６） 第四期医療費適正化基本方針の策定
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令和５年６月29日 第165回社会保障審議会医療保険部会 資料３
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令和５年６月29日 第165回社会保障審議会医療保険部会 資料３
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令和５年６月29日 第165回社会保障審議会医療保険部会 資料３
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令和５年６月29日 第165回社会保障審議会医療保険部会 資料３
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令和５年６月29日 第165回社会保障審議会医療保険部会 資料３



２. ４月以降の審議会での意見発信について
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（１）診療報酬関係
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令和５年６月21日 第202回中央社会保険医療協議会 総会 資料 総－８

① 外来



令和５年６月21日 第202回中央社会保険医療協議会 総会 資料 総－８

① 外来
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令和５年６月21日 第202回中央社会保険医療協議会 総会 資料 総－８

① 外来
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令和５年６月21日 第202回中央社会保険医療協議会 総会 資料 総－８

① 外来



○ 第547回中央社会保険医療協議会総会では、外来医療について提示されました。協会からはかかりつけ医とオンラ
イン診療について、以下のとおり発言しています。

① 外来

34

第547回 中央社会保険医療協議会 総会（R５.６.21開催） （出席：安藤理事長）

議題 外来について

発言

〇 かかりつけ医については、今国会で成立した全世代型社会保障法にも医療機能情報提供制度の刷新や
かかりつけ医機能報告の創設が盛り込まれたところであり、既存の診療報酬の枠組みについて、こうした状
況の変化も加味して改めて議論することが必要と考えている。

〇 オンライン診療の患者調査について、オンライン診療を受けた理由として「感染症の予防のため」「通院す
る時間がないから」に次いで多いのが「対面診療より気軽に受診できるから」となっている。オンライン診療が、
ウィズコロナ社会における円滑な受診に加え、メンタルヘルス関係での受診等、医療機関を訪れること自体
に抵抗があったり訪ねる姿を見られたくなかったりといったニーズにも応えられる可能性を示しているのでは
ないか。診療ガイドラインの遵守やセキュリティ確保といった懸念点も考慮に入れつつ、オンライン診療の可
能性について議論を深めていければ、と思う。
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令和５年６月21日 第202回中央社会保険医療協議会 薬価専門部会 資料 薬－２

② 令和６年度薬価改定



② 令和６年度薬価改定
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令和５年６月21日 第202回中央社会保険医療協議会 薬価専門部会 資料 薬－２



② 令和６年度薬価改定
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令和５年６月21日 第202回中央社会保険医療協議会 薬価専門部会 資料 薬－２
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令和５年６月21日 第202回中央社会保険医療協議会 薬価専門部会 資料 薬－２

② 令和６年度薬価改定



○ 第202回中央社会保険医療協議会薬価専門部会では、令和６年度薬価改定の主な課題と議論の進め方について
提示されました。協会からは以下のとおり発言しています。

② 令和６年度薬価改定

39

第202回 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会（R５.６.21開催） （出席：安藤理事長）

議題 令和６年度薬価改定の主な課題と議論の進め方について

発言

〇 令和６年度診療報酬改定・薬価改定においては、先般とりまとめられた「医薬品の迅速・安定供給実現に
向けた総合対策に関する有識者検討会」の報告書も踏まえ、医薬品業界の構造的課題等の根本的課題に
ついて丁寧な議論を積み重ねていく必要があると認識している。

〇 特に医薬品の安定供給の問題は、医薬品業界の構造的な課題に端を発するものであり、診療報酬上の
評価による対応では問題の根本的な解決には繋がらない。安定供給の実現には、後発医薬品業界全体の
改変、すなわち産業構造の見直しが必要であると考える。そのため、中医協では視野を広く持ったうえで建
設的な議論ができるよう、事務局におかれましては余裕を持ったスケジュール調整をお願いする。

〇 有識者検討会の報告書に、適切な医薬品流通に向けた取り組みが記載されている。その中には、過度な
価格競争により医薬品の価値が損なわれ、安定供給に支障を生じさせる恐れがあるため、流通改善に関す
る懇談会等で検討のうえ、流通改善ガイドラインを改訂して対処していくことが必要であると記載されている。
また、過度な薬価差の偏在の是正に向けた方策を検討すべき、という記載があった。この薬価差の問題は、
社会保障制度の持続性という観点から見て、早急に取り組み、解決に向けた対策が必要ではないか、と考え
る。過度な薬価差が発生する問題と、薬価差の偏在の問題について、今後もつっこんだ議論が必要であると
考える。

〇 医薬品の安定供給とドラッグラグ・ドラッグロスの課題が非常に重要であると考えるが、このグローバル化
の時代において、世界を見ると、日本にはない、病気で苦しんでいる患者を治す薬がある。その品目数がす
でに８６まで積みあがっていると聞いている。この課題ができるだけ早く解消するように、ルール作りを早急に
していただきたい。



（２）医療DX
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令和５年４月２６日 第５４３回中央社会保険医療協議会 資料 総-５

① 医療DX



○ 第543回中央社会保険医療協議会総会では、医療DX推進の取組、医療情報・システム基盤整備体制充実加算に
係るインターネット調査について（案）が提示されました。協会からは以下のとおり発言しています。

① 医療DX

第543回 中央社会保険医療協議会 総会（R５.４.26開催） （出席：安藤理事長）

議題 医療DXについて（その１）

発言

〇 診療報酬改定DX対応方針の中で標準様式のアプリ化とデータ連携があり、各種帳票の標準様式をアプリ
等で提供と書かれている。保険者が今後DXを推進していくうえで、保険者が行っている傷病手当金等に活用
する医療機関からの診断書等の証明書をこの機会に統一していただければと思う。構想の中にぜひ入れて
いただきたい。

〇 医療DXは非常に大事な取り組みだと理解している。あくまで国のインフラとしての医療DXを作るためには、
それぞれのシステムを作成し、運用開始し、運用が安定するまでの間は国で費用負担していただくという形
にしていただきたい。そして、その後のランニングコストについては、今までは保険者がほぼすべてを負担し
ていたが、この仕組みによってメリットを享受する受益者が負担できる仕組みを考えていただきたい。

議題 医療情報・システム基盤整備体制充実加算に係るインターネット調査について（案）

発言

〇 インターネット調査案について、昨年12月の附帯決議を踏まえ、令和5年度調査に先行して調査を実施し
ていただけることは評価したい。診療報酬上の評価の大前提となる、オンライン資格確認システムを活用した
診療を受けた患者が対価を支払うにふさわしいメリットを感じているのかという点について、早急に調査・検
証し、その結果を踏まえて必要な見直しを行っていただきたい。

〇 一方で、2023年4月16日時点では、未だに3割の医療機関・薬局でオンライン資格確認等システムの運用
に至っていない。こうした状況を踏まえると、同じ「マイナンバーカードを直近3か月に健康保険証として利用し
ていない」方でも、オンライン資格確認等システムを運用済みの医療機関・薬局で、あえてマイナンバーカー
ドの健康保険証利用をしていない方と、オンライン資格確認等システムの運用に至っていない医療機関・薬
局で、マイナンバーカードの健康保険証が利用できなかった方では、当該加算に対する捉え方や経験が大き
く異なると推察される。調査客体を選定する際は、そうした点にも留意していただき、患者・国民の声をより丁
寧かつ幅広に汲み取れる調査にしていただきたい。
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令和５年６月29日 第165回社会保障審議会医療保険部会 資料１

② マイナンバー
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令和５年６月29日 第165回社会保障審議会医療保険部会 資料１

② マイナンバー

44



○ 第165回社会保障審議会医療保険部会では、オンライン資格確認について議論が行われました。協会からはマイナ
ンバーと健康保険証の一体化等について以下のとおり発言しています。

② マイナンバー

第165回 社会保障審議会医療保険部会（R５.６.29 開催） （出席：安藤理事長）

議題 オンライン資格確認について

発言

○ 今般、保険者が登録した加入者のデータに誤りがあったことにより、別の方の資格情報がマイナンバーに
紐づく事案が生じたことについて、日本最大の保険者として、真摯に受け止めている。現在、厚生労働省の
指示のもと、登録済みのデータについて点検を実施しているところであり、引き続き遺漏なきよう対応してい
く。

○ そのうえで、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けては、「マイナンバーカードと健康保険証の
一体化に関する検討会」及びその下に設置された、協会もオブザーバーとして参加させていただいている専
門家WGにおいて、具体的な実務上の課題の検討を進めていくことが不可欠である。協会としても、新たな業
務フローの検討や現時点でできる必要なシステムの改修を急ピッチで進めている状況ではあるが、保険証
廃止以降の業務を円滑に進めるためにも、現場の意見を取り入れ、詳細の検討を早急に進めていただくよ
うお願いする。

○ マイナンバーカードでオンライン資格確認ができない場合の対応について、被保険者資格申立書の記入
をお願いするのは医療機関にも患者にも負担が大きいと考える。受診前にマイナボータルで新しい資格情
報が登録されているか加入者自身でご確認いただくこと、あるいは保険証の持参によって資格確認が可能
である旨について、保険者としても周知に取り組んでいくが、CM やパンフレット、チラシの作成など、国にお
いても丁寧で幅広い周知・広報に努めていただきたい。
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（３）医療費適正化
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医療費適正化計画

令和５年６月29日 第165回社会保障審議会医療保険部会 資料３
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医療費適正化計画

令和５年６月29日 第165回社会保障審議会医療保険部会 資料３
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医療費適正化計画

令和５年６月29日 第165回社会保障審議会医療保険部会 資料３
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○ 第165回社会保障審議会医療保険部会では、第四期医療費適正化基本方針について議論が行われました。協会
からはジェネリック医薬品、特定健診・特定保健指導等について以下のとおり発言しています。

医療費適正化計画

第165回 社会保障審議会医療保険部会（R５.６.29 開催） （出席：安藤理事長）

議題 第四期医療費適正化基本方針について

発言

○ 今回も意欲的な目標が掲げられているが、これらの目標の実現可能性を高めていくためには、どのような
主体が、どのようなスケジュールと体制のもとに、どのような役割を果たすのか、それぞれの項目について
明確に整理する必要がある。例えば、ジェネリック医薬品については、今回後発医薬品の数量シェアを全都
道府県で 80%以上とするとの従来の政府目標を金額ベースで見直す方針が示されている。従来の 80%目標
について、協会はフロントランナーとして、軽減額通知の送付等、使用割合の向上に向けた取組を進め、現
時点（令和５年２月）で、都道府県支部全体での後発医薬品使用率は8割を超えている（81.8%）が、80%を達
成していない支部も一定数（７支部）存在する。こうした支部に対しては個別に支援を行ってきたものの、保

険者のみの取組では実績が伸び悩んでいる状況であり、幅広い連携が必要である。都道府県医療費適正
化計画が、都道府県、産業保健、被用者保険といったそれぞれの主体が計画に掲げた目標の達成のためど
のように責任を持って取り組み、連携していくのかを具体的に示すものとなるよう、国として都道府県に積極
的な指導をお願いしたい。

○ 併せて、医療費適正化計画については６年間の中期計画となるが、協会けんぽにおいては、毎年度PDCA

サイクルを回しながら保険料率の設定を行っているところである。こうした努力について、我々としても、保険
者協議会等の場を通じ、国民健康保険等と共有していくつもりであるが、国においても、都道府県が毎年医
療費適正化計画についてPDCAサイクルを回し、施策を検証することが可能となるよう、指導に努めていただ
きたい。
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医療費適正化計画

第165回 社会保障審議会医療保険部会（R５.６.29 開催） （出席：安藤理事長）

議題 第四期医療費適正化基本方針について

発言

○ また、特定健診・特定保健指導について、令和６年度から始まる第４期特定健康診査等実施計画の計画
期間から、特定保健指導にアウトカム評価を導入するとともに、ICTの活用等により実施率の向上を図ること
とされているが、

・「結果を出せる特定保健指導」の実施には、保健師・管理栄養士の資質向上が重要になる。国立保健医療
科学院を含めた国、日本看護協会、日本栄養士会それぞれにおいて、今回の特定保健指導の見直しを睨

み、どのような形で資質向上に向けた研修休制が展開されていくのか、現時点で必ずしも明らかになってい
ない。ぜひ、国にりーダーシップをとっていただき、結果を出せる特定保健指導を担える保健師・管理栄養士
の育成について、どのような研修の場が準備されるかをご提示いただきたい。

・加えて、ICTやアプリの活用について、保健指導に要するマンパワ一の効率化という側面のみならず、保健

指導の質の向上に繋がるものでなければならないと考えている。特定保健指導の質の向上に向けて、国とし
ても好事例の収集を行っていくと思うが、そうした観点も含め取り組んでいただくようお願いする。

○ 併せて、医療資源の効果的・効率的な活用について、「効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘

されている医療」及び「医療資源の投入量に地域差がある医療」の例として抗菌薬処方や白内障手術があげ
られているが、都道府県がこうした医療を独力で把握するのは困難と思われる。国として更なる事例を示す
予定はあるか、事務局の見解を伺いたい。
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（４）介護保険
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令和５年５月24日 第218回介護給付費分科会 資料３

令和６年度介護報酬改定



○ 第217回介護給付費分科会では、令和６年度介護報酬改定に向けた今後の検討の進め方について提示されまし
た 。協会からは以下のとおり発言しています。

令和６年度介護報酬改定

54

第217回 介護給付費分科会（R５.5.24開催） （出席：𠮷森理事）

議題 令和６年度介護報酬改定に向けた今後の検討の進め方について

発言

〇 スケジュールについては、具体的に方向性や議論について十分時間を確保できるようなスケジューリ
ングをお願いしたい。

〇 意見としては、分野横断的な４つのテーマ案について、医療・介護連携の深化を、個別テーマとして加
えることを検討いただきたい。少子高齢化がますます進行する中で、持続可能かつ安定的な介護保険制
度の構築・強化は必要不可欠であることは論を待たない。その中で、医療・介護連携の深化については今
回ご呈示の各テーマにも密接に関連する早急に取り組むべき課題であり、意見交換会でも、参考資料１
の「地域包括ケアシステムのさらなる推進のための医療・介護・障害サービスの連携」をテーマとして議論
しているように、これからの介護政策に欠かせない視点であると考える。

〇 また、ここ数年の新型コロナ禍の中での介護分野における対応状況を俯瞰してみると、医療・介護連携
の重要性が特に再認識されたこと、さらには、地域医療構想の構築整備の文脈で、身近なかかりつけ医
の役割がよりクローズアップされていることなどを踏まえると、医療・介護の連携強化は今後の介護政策
に欠かすことのできない視点であると考える。

〇 この様な現状を踏まえますと、今回改定において介護保険分野における医療・介護連携をどのように
具体化し、重点化して推進していくかは重要な論点であると考える。また令和６年度の医療・介護の同時
改定のこの機は、両分野で医療・介護の連携策を共有化し重点化を図り、連携を強化する最大のチャン
スであると考える。


